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H
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評
価

設
問

 
評

価
５

項
目

 
大

項
目

 
小

項
目

 
判

断
基

準
･
方

法
必

要
な

デ
ー

タ
 

情
報

源
 

デ
ー

タ
収

集
方

法
 

算
を

確
保
で
き
る
か
。

･
 必

要
経
費
の
予
算
要
求
と

支
出

･
 
質

問
紙
調

査
 

規
定

に
従

っ
た

品
質

記

録
文

書
が

保
管

さ
れ

る

か
。

 

管
理
記
録
の
有
無

･
 各

工
事
の
品
質
管
理
記
録

 

･
 M

PW
T
お
よ
び
専
門
家
へ
の

ヒ

ア
リ
ン
グ

 

･
 D

PW
T

等
工

事
監

督
機

関
 

･
 

M
PW

T
監

査
責

任
部

署
、

お
よ
び

、
専

門
家

 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

の

入
手

手
段
は

適
当

か
。

 

M
PW

T
責
任
部
署
が
実

施
部

局
の

品
質

管
理

に

関
わ

る
監

査
が

実
施

さ

れ
る

か
。

 

監
査
結
果

 
M

PW
T
お
よ
び
専
門
家
に

よ
る

監

査
記
録

 
M

PW
T

監
査

責
任

部
署

、

お
よ

び
、
専

門
家

 
･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

工
事

発
注

図
書

に
お

い

て
右

基
準

が
活

用
さ

れ

て
い

る
か
。

 

工
事

契
約

図
書

の

活
用
割
合

 
･

 工
事
契
約
図
書
の
確
認

 

･
 M

PW
T
責
任
部
局
の
モ
ニ
タ

リ

ン
グ
お
よ
び
監
査
結
果

 

･
 D

PW
T

等
工

事
監

督
機

関
 

･
 M

PW
T
監
査

責
任

部
署

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

工
事

の
品

質
管

理
と

し

て
M

PW
T
試
験
所
が
活

用
さ

れ
る
か
。

 

実
施

前
・

実
施

後

の
試

験
機

稼
働

頻

度
の
比
較

 

D
PW

T
等
の
実
施
工
事
に

お
け

る

試
験
請
負
の
実
績

 
M

PW
T
試

験
所

 
･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

品
質

管
理

規
定

･
基

準

が
現

場
施

工
監

理
に

お

い
て

適
切

に
運

用
さ

れ

る
か

。
 

管
理
記
録
の
有
無

･
 
工

事
監

理
担

当
者

の
品

質
規

定
･
基
準
書
の
有
無

 

･
 工

事
品
質
管
理
記
録

 

･
 D

PW
T

等
工

事
監

督
機

関
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

品
質

管
理

規
定

･
基

準

が
活

用
さ
れ

る
か

。
 

品
質

管
理

規
定

･
基

準

の
活

用
に

関
し

て

P
M

W
T
本
部
の
モ
ニ
タ

リ
ン

グ
が

適
切

に
実

施

さ
れ

る
か
。

 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

回

数
 

･
 工

事
毎

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
計

画

表
と
実
績

 

 

･
 M

PW
T
責
任

部
署

、
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

養
成

さ
れ
た

PW
R

C
ス

タ
ッ

フ
講

師
に

よ
る

道

路
構

造
物

標
準

図
集

、

研
修

内
容

が
対

象
者

の

能
力

レ
ベ

ル
に

適
し

て

い
る

か
。

 

ア
ン

ケ
ー

ト
に

よ

る
満
足
度

 
･

 受
講
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

 

･
 専

門
家
の
意
見

 

･
 研

修
受
講

者
 

･
 研

修
講
師

、
専

門
家

 

･
 
質

問
紙
調

査
 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

118



 

評
価

設
問

 
評

価
５

項
目

 
大

項
目

 
小

項
目

 
判

断
基

準
･
方

法
必

要
な

デ
ー

タ
 

情
報

源
 

デ
ー

タ
収

集
方

法
 

研
修

内
容

の
質

が
満

た

さ
れ

る
か
。

 
･

 図
集
活
用
割
合

･
 品

質
管

理
の

監

査
合
格
程
度

 

･
 契

約
図

書
に

お
け

る
構

造
物

標

準
図
の
活
用
度
合
い

 

･
 品

質
管

理
記

録
、

監
査

記
録

に

お
け

る
管

理
体

制
の

レ
ビ

ュ
ー

結
果

 

･
 D

PW
T

等
工

事
監

督
機

関
 

･
 M

PW
T
監
査

責
任

部
署

･
 
質

問
紙
調

査
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

な
ら

び
に

、
品

質
管

理

に
か

か
わ

る
研

修
プ

ロ

グ
ラ

ム
の

持
続

的
が

確

保
さ

れ
る
か

。
 

研
修

の
頻

度
、

対
象

者

が
適

切
で
あ
る
か
。
 

研
修

参
加

者
 
対
 

品
質

管
理

適
用

工

事
数
の
割
合
 

･
 
受
講
者
数
の
推
移
 

･
 
受
講
者
の
離
職
割
合
 

･
 
受
講
者
の
意
見

 

研
修
受
講
名
簿
 

･
 
質
問
紙
調
査
 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

M
PW

T
/D

PW
T
発
注
工

事
の

入
札

図
書

に
適

切

に
活

用
さ
れ
る
か
。

 

･
 図

集
活
用
割
合

･
 契

約
図

書
の

レ

ビ
ュ

ー
の

指
摘

数
 

･
 契

約
図

書
に

お
け

る
構

造
物

標

準
図
の
活
用
度
合
い

 

･
 入

札
図

書
、

ま
た

は
、

契
約

図

書
に
お
け
る
修
正
指
摘
記
録

 

･
 関

係
者
の
意
見

 

･
 D

PW
T

等
工

事
監

督
機

関
 

･
 M

PW
T
監
査

責
任

部
署

･
 
質

問
紙
調

査
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

体
系

化
さ

れ
た

竣
工

図

書
類

が
工

事
入

札
図

書

の
作

成
に

活
用

さ
れ

る

か
。

 

竣
工

図
書

デ
ー

タ
が

適

切
に

管
理

・
更

新
さ

れ

る
か

。
 

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

閲

覧
人
数
実
績

 
･

 竣
工

図
書

電
子

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
閲
覧
実
績

 

･
 閲

覧
者
お
よ
び
関
係
者
の

意
見

･
 
竣

工
図

書
電

子
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
管
理

部
局

 

･
 D

PW
T

等
工

事
監

督
機

関
 

･
 
質

問
紙
調

査
 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

 
 

 
 

 
 

 

既
存

基
準

類
の

活
用

が

可
能

か
。

 
ド

ラ
フ

ト
品

質
管

理
基

準
の

作
成

時

期
 

･
 専

門
家
の
投
入
予
定

 

･
 M

PW
T
既
存
基
準
類
、

JI
C

A
支

援
技
術
仕
様
書

 

･
 他

ド
ナ
ー
案
件
の
仕
様
書

 

･
 C

/P
の
施
工
管
理
の
経
験

 

･
 J

IC
A
関

係
者

 

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

部
署

に
よ

る
責

任
･
権

限
体

制
が

明
確

に
な

る

か
。

 

JS
S

で
の

承
認

時

期
 

･
 関

係
者
の
意
見

 

･
 W

G
作
業
に
伴
う
予
算
措

置
 

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

効
率

性
 

品
質

管
理

運
用

体
制

が

構
築

で
き
る

か
。

 

調
達

す
る

試
験

器
は

適
試
験
器
稼
働
実
績

･
 委

託
試
験
の
実
績

 
･

 M
PW

T
試
験

所
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー
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評
価

設
問

 
評

価
５

項
目

 
大

項
目

 
小

項
目

 
判

断
基

準
･
方

法
必

要
な

デ
ー

タ
 

情
報

源
 

デ
ー

タ
収

集
方

法
 

切
で

あ
る
か
。

 
･

 試
験
員
の
人
数
、
試
験
技

能
 

･
 試

験
所
の
ス
ペ
ー
ス

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

･
 
目

視
調
査

 

道
路

構
造

物
標

準
図

集

の
作

成
が
可
能
か
。

 
竣

工
図

書
の

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
数

 
･

 専
門
家
の
投
入
予
定

 

･
 既

存
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

図
書

類

の
ス
ト
ッ
ク
状
況

 

･
 C

/P
の
設
計
業
務
、
ま
た

は
、
現

場
施
工
監
理
の
経
験

 

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 J

IC
A
関

係
者

 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

竣
工

図
書

類
の

デ
ー

タ

ベ
ー

ス
が

作
成

可
能

か
。

 

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

化
が

可

能
か

。
 

C
/P

が
作

成
し

た

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の

数
 

･
 担

当
C

/P
の
人
数
、
活
動

予
算

･
 既

存
の

類
似

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の

作
成
実
績

 

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

道
路

構
造

標
準

図
集

の

策
定

が
で
き
る
か
。

 
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

の
力
量

 
･

 タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
参

加
予

定
者

の
業
務
経
歴

 

･
 タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
活
動

予
算

･
 専

門
家
の
投
入

 

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 J

IC
A
関

係
者

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

PW
R

C
ス

タ
ッ

フ
の

T
ra

in
er

 T
ra

in
in

g
ス
キ

ー
ム

が
構

築
で

き
る

か
。

 

過
去
の

O
JT

プ
ロ

グ
ラ
ム
の
実
績
数

･
 
過

去
お

よ
び

既
存

の
T

ra
in

er
 

T
ra

in
in

g
ス

タ
イ

ル
の

技
術

協

力
の
実
績

 

･
 
道

路
建

設
･
維

持
管

理
に

係
る

O
JT

の
実
績

 

･
 専

門
家
の
投
入

 

･
 技

術
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
の

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 J

IC
A
関

係
者

 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

品
質

管
理

向
上

の
研

修

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

構
築

で

き
る

か
。

 

O
JT

の
機
会
が

創
出

で

き
る

か
。

 
P

ilo
t工

事
候
補
の

件
数

 
･

 P
W

R
C

ス
タ
ッ
フ
を
対

象
と

し

た
研
修
、
お
よ
び
、

M
PW

T
工

事
監
理
実
務
者
向
け
の

P
ilo

t工
事

の
機

会
の

有
無

、
お

よ
び

、

そ
の
予
算
措
置

 

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
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評
価

設
問

 
評

価
５

項
目

 
大

項
目

 
小

項
目

 
判

断
基

準
･
方

法
必

要
な

デ
ー

タ
 

情
報

源
 

デ
ー

タ
収

集
方

法
 

フ
ル

タ
イ
ム
の

C
/P

の

参
加

が
可
能
か
。

 
C

/P
参

加
可

能
な

人
数

 
･

 C
/P

機
関
の
技
術
職
員
数

 

･
 C

/P
機

関
の

技
術

職
員

の
業

務

経
歴

 

･
 専

門
家
の
意
見

 

･
 C

/P
機

関
 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
い

て
C

/P
が

十
分

に
活

動

か
の

う
か
。

 

活
動

に
必

要
な

予
算

が

確
保

で
き
る
か

 
予
算
額
と
の
比
較

･
 C

/P
機
関
の
予
算
額

 

･
 追

加
予
算
要
求
の
見
込
み

 

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

類
似

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

と

比
較

し
て

妥
当

な
越

す

ス
ト

か
。

 

 
類

似
案

件
と

の
コ

ス
ト
比
較

 
･

 総
投
入
コ
ス
ト

 

･
 類

似
案

件
の

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

の

種
類
、
発
生
効
果

 

･
 D

PW
T
関

係
機

関
 

･
 J

IC
A
関

係
者

 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

 
 

 
 

 
 

 

瑕
疵

検
査

体
制

が
確

立

し
て

い
る
か
。

 
瑕

疵
検

査
の

実
施

数
 

･
 瑕

疵
検
査
シ
ー
ト
･
報
告
書

 

 

･
 D

PW
T
工

事
実

施
機

関
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

工
事

終
了

後
２

年
間

は

健
全

な
状

況
を

保
持

で

き
う

る
か
。

 
維

持
･
管

理
体

制
が

と

と
の

っ
て
い
る
か
。

 
点
検
回
数

 
･

 建
設
後
の
維
持
管
理
予
算

 

･
 点

検
の
実
績
、
報
告
書

 

･
 D

PW
T
道

路
管

理
機

関
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

導
入

さ
れ

た
品

質
管

理

シ
ス

テ
ム

の
効

果
が

発

揮
さ

れ
る
か
。

 

損
傷

発
生

具
合

の

比
較

 
･

 維
持
管
理
･
点
検
資
料

 
･

 D
PW

T
道

路
管

理
機

関
 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
目

視
観
察

 

研
修

受
講

者
の

品
質

管

理
能

力
が

向
上

し
て

い

る
か

。
 

･
 受

講
者

の
離

職

率
 

･
 品

質
管

理
シ

ス

テ
ム

を
適

用
し

た
工
事
の
数

 

･
 品

質
管
理

 

･
 M

PW
T
本
部
の
モ
ニ
タ

リ
ン

グ

資
料
、
監
査
結
果
資
料

 

･
 関

係
者
の
意
見

 

･
 D

PW
T
工

事
実

施
機

関
 

･
 D

PW
T
本

部
責

任
部

署
 

･
 
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

 

･
 
資

料
レ
ビ

ュ
ー

 

･
 
質

問
紙
調

査
 

イ
ン

パ
ク

ト
発

現
に

対

す
る

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の

貢
献

度
は
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Public Work Research Center (PWRC), MPWT 
 Dr. Yit Bunna (Director) 

JICA

JICA up-date
Authorize

MPWT
 

- Dept.of Personnel & Human Resource Dept. of Administration Training 
Program MPWT DPWT

High Rank
Dept. of Personnel & Human Resource

 

MPWT  
- MPWT

 
- MPWT Sub-decree 14

 
- MPWT

MPWT
 

 
- MPWT Dept.of Road Infrastructure Heavy Equipment 

Center MOD Military Engineering
MPWT Dept. of 

Road Infrastructure  
- 2003 Construction Specification MPWT

Construction 
Specification  

- MEF
MPWT

 
- ADB WB Road Asset Management Project

Scope JICA
Scope  

MPWT  
- MPWT

Calibration Calibration

 

 
- PWRC 10

PWRC

123



 

からの各責任部署に対して指示が必要である。 

- 図書類の電子化については、Ministry of Technology が政府業務の電子化について検討がな

されているので、その動向に注目して作業をすすめる必要がある。 

日時 ：11 月 26 日 (水) 8:30～10:30 

機関 ：Dept. of Personnel & Human Resource, MPWT 
面談者 ：Mr. Duong Pich (Deputy Director) 
協議概要： 

１） 職員数および給与資料 

- MPWT 中央の 2006 年-2008 年の月別の職員数、および、給与総額の一覧表を入手。2008

年では、月平均職員数 1,585 人、月平均給料支給額は 379.4 百万リエルとなっている。 

２） MPWT 職員向けの研修について 
- 現在、実施されている研修は MPWT 独自のものであり、2007 年 10 月から開始した。MPWT
中央職員、DPWT 職員の約 100 人が対象である。研修は月あたり１週間開催され、１年

間のプログラムである。研修講師は MPWT 内の High Rank 要員であり、外部講師を招い

た研修は実施されていない。 

- この研修の目標および期待する成果について５年計画で実施する予定で、MPWT 大臣の主

導で委員会（委員長：H.E. Slot Sambo）が設置され５年計画が策定された（クメール語原

盤を入手）。 

- 2009年の研修計画（2008年 12月－2009年 12月）について、29のプログラムにて約 10,000 

US$の予算（研修教材費、講師の教材準備費等）が MEF より承認されている。研修者の

出張経費までは認められていたいことより、研修者の所属部署の采配により参加するこ

ととなる。同予算は、10 月に Dept. of Accounting & Finance 予算書を提出し、Dept. of 
Accounting & Finance と MEF との協議により承認されたものである。 

３） JICA 技術協力プログラムへの協力 
- JICA の「品質管理強化プロジェクト」における技術研修について、Dept.of Personnel & 

Human Resource は積極的に協力すべきと認識される。 

日時 ：11 月 26 日 (水) 10:30～12:00 

機関 ：Public Work Research Center (PWRC), MPWT 
面談者 ：Mr. Nou Rethy (Head Office of Road, Airport and Railway 

協議概要： 

１） 入手資料 

i) MPWT と DPWT Phnom Phen 間の道路改修工事にかかわる予算承認、事業契約、中間･

最終品質検査にかかわる 

ii) MPWT の各部署の責任･権限が示される Sub-decree 14 の文 

iii) PWRC の業務内容を示す文 

iv) WB Road Asset Management Project の Appraisal Report  

２） 政府資金の工事の予算要求について 

-通常、３月から４月に各部署で次年度政府予算の建設工事の要求についてヒアリングする。 

- ８月に Dept. of Road Infrastructure が各部署の予算要求をとりまとめて MEF の要求書を提

出する。 

- MEF との協議を経て、11 月頃に認可が下りる（2009 年度予算は既に認可が下りている）。

通常、予算が執行できるのは２月～３月頃となる。 

-認可を受けた工事について、その実施については、工事毎に見積書を MEF に提出して予

算執行することになる。 

３） PEAC について 

- 政府資金の工事の支払いは、① 作業着手時、② 進捗 50％時、③ 完成時の３回に分けら
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れる。進捗 50％時、完成時の支払いについては、PEAC（Procurement Evaluation Award 
Committee）の品質確認の同意が必要になる。PEAC は、MEF（３名）、Dept. of Road 
Infrastructure、Dept. of Accounting and Finance, General Directorate Office で構成される。 

- どのような品質検査がなされるかは、不明な点も少なくない。 

日時 ：11 月 27 日 (木) 8:00～9:30 

機関 ：Dept.of Road Infrastructure (DRI), MPWT 
面談者 ：Mr. Kem Borey (Director) 
協議概要： 

１） 道路維持管理･建設に関わる予算について 

- DRI の道路予算が本格化したのは、2003 年の Routine Maintenance として 2.0 M US$（内、

日本のノン･プロ無償資金 1.6 の M US$）である。 

- 2004 年には、維持管理予算の要求に対して 40％程度しか認められなかった。ただし、維

持管理予算の策定において、DPWT、Army Engineering が同様な予算を使用しており、DRI
が予算要求を一括して管理すべく、各機関に対して情報収集することに努め始めた。 

-MEF の中に、道路維持管理･建設に流用できる予算は、Chapter 61（道路維持管理･建設予

算）、Chapter 21（社会資本予算）に分類される予算区分から活用できる。Chapter 61 は

MPWT の予算であり約 25 M US$である。Chapter 21 は他省庁にも活用されるので、MPWT
の配分が決まっているわけではない。 

- 政府予算の他に、貧困削減の為に各ドナーから募った PRGO と呼ばれる予算があり、期限

に余裕がなくなったこともあり、MEF より 22 M US$の資金も維持管理予算に活用されて

いる。2008 年の実績で、16 M US$の予算で９プロジェクトが進行されており、WB プロ

ジェクトの Tender Document を活用して、Tender をして民間企業と契約して維持管理事業

を実施している。 

２） DRI の重点分野 

- 2009 年の予算として 30 M US$分の Routine Maintenance および Periodical Maintenance の事

業を要求している。24 の DPWT、Army Engineering の事業も含めたものである。 

- 自然災害等の緊急対応、Routine Maintenance、道路排水の改善、維持管理機材の強化につ

いて高い優先性を考えている。 

３） 維持管理事業における民間参入 

- DRI が実施する維持管理事業において民間参入を推進したいと考えている。2008 年には

Periodic で NR-71、NR-21B、Routine で NR68、NR78 において、Tender による民間調達

を試みたが、省内の手続きより Tender まで到達しなかった。2009 年には民間調達が実現

するよう、努力を継続する。 

４） 事業実施について 

- 一般的には、MPWT の General Director of Pubic Works と DPWT が事業契約をすることにな

り、DRI は工事監督をする立場になる。 

- 予算は、７月に各 DPWT からの予算要求を取り纏め、MEF と協議することになる。ただ

し、予算は 10 月から 11 月に確定されるが、その間の３ヶ月程度で事業見積もり（図面、

数量等）を整備しなければならないので、十分な積算をする時間的な余裕がない。 

日時 ：11 月 27 日 (木) 10:30～12:00 

機関 ：Building & Public Works Laboratory, MPWT 
面談者 ：Mr. Keo Leap (Director) 
協議概要： 

１） Laboratory の運営について 

- 1993 年にフランスの支援を受けて設立された。1996 年までに２名のフランス人専門家（室

内試験、現場試験）により人材育成に関わる技術支援を受け、Laboratory を運営している。 

- 基本的には請負試験により独立採算的に Laboratory を運営しており、10％の VAT も政府に
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納税している。現時点で約 160 千 US$の資金をストックしている。 

- 民間企業の請負だけでなく、当然、MPWT の政府資金による道路工事の品質管理試験も実

施している。室内試験の他、現場試験のための派遣業務も実施している。 

- 現在、24 名の Staff が配属されており、技術職員は、Laboratory Specialist が６人、Technician
が４名、Assistant が５名の構成である。 

２） MPWT 政府予算の道路工事について 
- Laboratory 設立に関わる Sub-decree には、MPWT の政府資金による道路工事の品質管理を

することが明記されており、各実施機関より委託を受けて、品質管理試験を実施してい

る。 

- ただし、品質管理試験は、中間時および完成時のみの現場での確認試験しかなく、工事前

の材料品質試験などは実施されず、品質面で現状の品質管理体制の改善が求められる。 

日時 ：11 月 27 日 (木) 14:00～15:00 

機関 ：General Inspectorate Department, MPWT 
面談者 ：H.E. Suy San (General Inspector) 
協議概要： 

１） 内部検査の概要について 

- 1998 年版の Sub-degree 14 に職務範囲が規定されており、DPWT を含む MPWT 配下の全部

署が内部検査の対象となる。事務所検査は年１回実施することが規定されている。 

- 検査項目は、i) 事務所管理、ii) 予算支出状況、iii) 事務機器、機材を含む事務所保有資

産、iv) 工事検査、v) 運輸機材 であり、主としてフォーマットに従い検査を実施して、

その結果は MPWT 大臣に報告書として提出される。 

２） 検査の実施体制 

- General Inspectorate Department 配属の職員は 22 名で、３名の技術職員（Architecture、Road 
Engineer、Mechanic Engineer）を有している。 

- 事務所あたりの検査日数は３～５日であり、検査官として４～５名が対応することにな

る。検査を実施する予算が十分でないので、DPWT に検査に要する経費の負担を依頼し

なければならないのが実態である。 

３） MPWT の道路工事について 

- 道路関係では、全体的に DPWT が有する建設機材が老朽化しており、また、維持予算も

不足しており予算増が望まれる。 

日時 ：11 月 27 日 (木) 16:30～17:30 

機関 ：Internal Audit Department, MPWT 
面談者 ：Mr. Moeng Tou Long (Director) 
協議概要： 

１） Internal Audit Department 設立の背景 
-Internal Audit Departmentは2000年に制定されたLow of National Auditが基礎となり、MPWT
内には 2007 年に設立された。 

- 内部監査の内容は、i) 事務所内業務の効率性、ii) 会計報告書、iii) 業務文書であり、省内

業務手続き等の改善、組織強化が当面の目的となっている。 

- National Audit Authority による Audit Standard に準じて監査を実施している。i) Audit Theory 
Public Sector、ii) Performance Audit Theory、iii) Intosai Code Ethics and Auditing Standard の

３分冊で構成される。 

-現在の Internal Audit Department 所属職員は７名である。 

２） 内部監査の実施状況 

- 年度前に監査計画書を作成し MPWT 大臣に提出をする。監査予算については Internal Audit 
Department が MEF と交渉をしているわけではないので、詳細については分からない。出

張経費が日当たり 15 US$しか認められなかったので、地方事務所の監査が予算的に厳し
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い状況である。 

- 監査実施については、MPWT 大臣より監査対象部署が指定される。監査の１週間前に被監

査事務所に監査対象の書類を指定するレターを出して、監査を実施する。監査結果･改善

事項等を報告書に取り纏めて MPWT 大臣に提出をする。 

- 現時点で、22 地方事務所と MPWT 内の Heavy Equipment Center、Department of Road 
Infrastructure を監査した。 

- 監査を通じて、現時点では研修費用、コンピューター等の事務所機器、出張経費に関する

予算の強化が必要と認識される。 

日時 ：11 月 28 日 (金) 8:00～9:30 

機関 ：Heavy Equipment Center (HEC), MPWT 
面談者 ：Dr. Phy Lyda (Director) 
協議概要： 

１） HEC の業務範囲について 
-Department of Road Infrastructure は道路維持管理を主な担当としているのに対して、HEC
は橋梁を含む道路の改修、改良、建設が主な担当である。 

- MPWT 政府予算の道路の改修･改良･建設工事は HEC と Military Engineering が実施するこ

とになり、Military Engineering の工事は首相府で決定される場合が多い。 

２） HEC の業務の予算申請について 
-HEC も予算要求書を作成して General Director of Public Works に提出をする。Department of 

Road Infrastructure とは同じラインである。 

-予算の確定において積算作業には問題が多い。MEF を現地に案内して、予算金額の交渉

をして、契約をすることになる。設計作業の経費は工事金額に２％程度が含まれている

が、橋梁工事や道路建設工事ではその経費では十分でない場合もある。 

３） 品質管理について 

- 標準契約書の Part－３ 条項 16、18 から PEAC が品質に関わる監督権限を有すると解釈さ

れる。PEAC に品質管理結果を報告し、かつ、現場検査を受けて承認されることが支払い

の条件となっている。 

- 瑕疵担保検査（ラテライト道路：６ヶ月間、DBST･アスファルト道路：12 ヶ月間）も同

様に PEAC の検査を受けることになる。 

- MPWT Laboratory にて品質試験を実施しているが、Laboratory も人員・機材の体制が十分

でないので、MPWT Laboratory が業務繁忙な場合、Institute of Technology Cambodia （ITC）
に品質試験を委託する場合もある。 

４） 工事で使用する機材 

- 基本的には HEC 配下の Road Construction Center（RCC）の建設機材を使用しているが、リ

ースにより調達する場合も少なくない。 

-下請け契約による工事は品質管理面で問題が多いので機材リースに留め、HEC の管理下で

工事を実施している。以前、DPWT との下請け契約による品質面での問題からの教訓で

ある。 

５） MPWT 道路工事の民間参入について 
-民間参入による工事調達を推進すべきである。MPWT 内では、HEC および DPWT の民営

化の議論がされているが、利権的な問題があり、なかなか進展しないのが実情のようで

ある。 

日時 ：11 月 28 日 (金) 10:00～11:30 

機関 ：Engineering Force Command, Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) 
面談者 ：Maj. Gen, Tuon Sam Ann (Deputy Commander) 
協議概要： 
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１） Army Engineering の道路事業について 

- 約 90％の道路工事事業は MPWT との契約しており、10％は災害復旧等の緊急工事であり、

首相府からの命令で実施している。 

- MPWTとの契約であるので、MPWTが実施する政府予算の工事と同じ内容の契約である。

MEF と工事の積算を交渉して契約締結となる。設計、積算、品質管理は MPWT と共同で

実施しており、各段階で PEAC の承認を受けている。 

２） 品質管理に関わる予算について 

- 契約金額全体の３％程度はが、設計、品質管理試験等の経費である。３％の積算の根拠に

ついては不明瞭なところも少ないと感じている。 

- その３％の経費の中から品質管理試験を実施しているが、MPWT と同様に MPWT 
Laboratory に試験を委託し、その結果を PEAC に提出している。 

３） Army Engineering の組織について 

- 約 5,000 名の隊員が Army Engineering に所属している。組織は、７部署（道路、橋梁、鉄

道、防衛施設、建築、給水、フェリー施設）に分かれており、各 unit は 200～300 名で構

成されている。道路事業が最も多いことから、道路建設部隊は６unit にわかれている。 

- 建設機材、オペレーター、作業員は Army Engineering に所属している隊員で工事を実施し

ている。 

４） 研修･訓練について 

- 部隊内に Training School を開設しており、新人隊員には３～６ヶ月の研修を受けて建設実

務に着任することなる。 

- 新しい技術習得の研修も実施されている。受講対象者は各 unit から選抜され、外部講師（例

えば、MPWT Laboratory）を招くこともある。また、過去に、NR-７、NR-１の日本の無

償事業で現場研修に参加したこともある。 

日時 ：11 月 28 日 (金) 14:30～15:30 

機関 ：Department of Airport Construction, MPWT 
面談者 ：Mr. Prum Chan Sovannary (Director) 
協議概要： 

- 1998 年に HEC から分離して空港建設の責務で部署が設立された。以前は、パイリンにあ

る空港の維持管理を実施していたが、現在は、空港に関する事業がなく、予算もついて

いない。 

- 空港建設、維持管理は Minatory of Council 配下の State Secretariat of Civil Aviation（SSCA）

が 管轄しており、プノンペン空港については、SCA という BOT 会社が維持管理業務を

実施している。 

- 部署の運営費は、Military Engineering から設計業務の委託を受けて賄っているのが実情で

ある。 

日時 ：11 月 28 日 (金) 16:00～17:30 

機関 ：Public Procurement Department, MEF 
面談者 ：Mr. Chhim Sareth (Director) 
協議概要： 

１） Public Procurement Department の業務範囲について 
-各官庁から提出された予算要求は、まず、MEF の Department of Investment & Cooperation
（DIC）にてその予算要求が妥当であるか否かを判断し、予算を確定する時点でその積算

が適正であるかを Public Procurement Department が検討・判断をする。 

- 政府予算の政府直営事業、および、民間調達もその対象である。MPWT は現時点で政府直

営事業のみであり、工事現場まで確認しに行き、積算内容について予算提出部署と協議・

交渉を経て積算金額が確定される。 

- Public Procurement Department も PEAC に参加して、実施機関と MPWT General Department
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間の契約を監督し、支払い検査にも同行している。 

２） 積算基準について 

- Public Procurement Department は技術者が配属されているわけではないので、標準単価や積

算歩掛を有しているわけではなく、既存案件の事例を参照して予算額を交渉している。 

- 標準積算資料に基づき予算が作成されれば合理的であるが、それにより価格が上昇するこ

とについては、国民に対しての説明責任もあるので、別途の議論が必要と思われる。 

- 品質管理についても積算が明確になり、それに伴い品質が向上して道路のライフサイクル

も高くなるのなら望ましいことであるが、それに伴う建設コストの上昇については、同

様に別途の議論が必要である。 

３） 民間参入について 

- MPWT の事業の場合、予算金額が 500 百万リエル以下の場合、MPWT が調達実施者とし

て Bidding ができる。それ以上の場合、MEF が Bidding を実施することになる。 

- 各官庁が実施した Bidding について、Public Procurement Department が承認をすることにな

り、予算に対して高い Bid の場合、MEF が価格ネゴをする場合もあり、Re-tender とする

場合もある。 

- MEF の立場としても、政府直営事業ではなく、価格について市場原理・競争原理が作用

する民間参入を推奨している。政府直営事業の場合、予算査定や現場確認も含め実施部

局との予算確定の交渉など民間契約と比較して多くの労力が要する。 

日時 ：12 月１日 (月) 8:30～11:30 

機関 ：Department of Public Works and Transport, Siem Reap Province 
面談者 ：H.E. Sok Suklin (Director), Mr. Kang Chantra (Deputy Director) 
協議概要： 

１） DPWT の道路事業の予算確定について 
- DPWT Siem Reap の道路事業については、Routine Maintenance と Pediatric Maintenance に区

分して、２つのチームに分けて事業を実施している。 

- 予算の申請手順は、i) DPWT が設計･積算を実施して MPWT Dept. of Road Infrastructure に

提出する、ii) MPWT Dept. of Road Infrastructure が設計･積算の内容をレビュー･チェック

して General Director of Public Works に提出して MEF に提出される、iii) DPWT と MEF に

よる積算内容の協議をして契約価格の交渉をする、iv) PEAC が契約内容に合意した後、

DPWT と General Director of Public Works の間で契約締結する。 

- 積算は、i) Material、ii) Fuel、iii) Labor で構成され機材については維持･修繕コストのみ

が計上されている。2008 年の Pediatric Maintenance の事業では、10％程度の予算が要求に

対して減額された。主な減額項目は、i) 機材搬入費（4.0％ → 1.0％）、ii) 機材維持･

修繕費（15％ → 13.0％）、iii) 予備費（2.0％ → 1.0％）であった。 

- 2009 年の予算について、Routine Maintenance 予算として 788 百万リエル（NR-６、NR-63、
NR-68 など）、Pediatric Maintenance 予算として 2,502 百万リエルを要求している。Pediatric 
Maintenance 予算については、国境付近でのタイ国との軍事的緊張により国防費を優勢さ

せた結果、ADB ローンで整備している浄水場のアクセス道路５km 中、２km の延長の整

備（５ｍの現道を７ｍに拡幅）しか承認される目処が立っていない。 

- MPWT の予算とは別に世銀融資の案件で PRIP（Poverty Reduction Improvement Project？）

で NR-65、NR-207 の整備を Siem Reap DPWT で実施した。 

- Siem Reap 州ではホテル建設が活発となっており、MEF が承認する労働者の単価（7,000

リエル/日）では労働者を雇用できず、10,000 リエル/day で雇っているのが実情である。 

- MPWT の予算とは別に世銀融資の案件で PRIP（Poverty Reduction Improvement Project？）

で NR-65、NR-207 の整備を Siem Reap DPWT で実施した。 

- Siem Reap 市のアブサダ機構との業務区分などの協議をしていない。DPWH とアブサダ機

構の道路整備は関連がない。 
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２） 工事の品質管理について 

- 2008 年に実施した Pediatric Maintenance 予算をしようした舗装工事（延長 800ｍ程度）で

は、DRI の技術者が４回程度監督に来ている。また、PEAK に提出する品質管理試験につ

いては DRI の技術者との協議で MPWT Laboratory で試験を実施した。 

- 50％、100％の支払い時に提出する MPWT Laboratory の試験結果以外の品質管理記録はな

い。路盤等の層厚管理、高さ管理、DBST のアスファルト散布の計測、測定などは実施せ

ず、現場監督者の経験・目視で工事を実施する。 

日時 ：12 月２日 (火) 14:00～15:00 

機関 ：Department of Public Works and Transport, Konpong Cham Province 
面談者 ：Mr. Sok Srung (Deputy Director) 
協議概要： 

- 2008 年は、首相府の指示で州の遺跡である Hluan Prenh Sdech Kan への州道（５km）の改

修事業を実施した。 

- MEF との予算交渉により、i) 品質試験費（2.0％ → 1.0％）、ii) 機材搬入費（4.0％ → 

1.0％）、ii) 機材維持･修繕費（15％  → 4.0％）、iii) 予備費（3.0％ → 1.0％）であっ

た。機材はリースが多いが、予算内で何とか工事を終えることができた。 

- 2009 年の事業では州道の 223 号線（18km）の改修の予算が承認されている。 

- Konpong Cham DPWT では何とか、予算内のやり繰りで工事をしているが、燃料費などの

高騰など予算確定時からの価格変動があるので、予備費は認めるべきである。 

日時 ：12 月９日 (火) 9:00～10:30 

機関 ：Department of Public Works and Transport, Kandal Province 
面談者 ：Mr. Sou Tiro (Deputy Director)、Mr. On Raksmey (Deputy Director) 
協議概要： 

１） DPWT 道路工事の交渉締結までの手続きについて 

- まず、６月･７月に予算要求書を MPWT Dept.of Road Infrastructure に提出し、道路部で優

先性を整理した上で、General Director of Public Works より MEF Dept.of Investment & 
Cooperation へ提出され、実施候補案件については MEF 職員が現地確認に訪れる。 

- MEF から案件実施の合意を得て、工事見積もりの提出となる。見積もりは MPWT Dept. 
of Road Infrastructure より MEF Public Procurement Dept に提出され、MPWT とともに金額

交渉をする。 

- 金額交渉については、技術面よりは価格面への焦点がつよく、時として設計的にも不合理

な内容（例えば、路盤層厚を薄くするなど）のものとなる。 

- 工事着手金は工事金額の 40％である。 

- 工事の契約交渉は、複数の工事でするのではなく、１件毎に交渉することになるので交

渉が平行して煩雑となる。 

２） 設計について 

- MEF との交渉で工事金額が決定されるため、設計予算が割り当てられているわけではな

いが、設計は DPWT 内の予算で実施する。 

- 道路工事の場合、測量により横断図を作成して、数量を算出している。舗装構造について

は、MPWT PWRC と技術的な相談をして設計・積算をしている。 

３） 工事実施について 

- 基本的には DPWT が所有する建設機器、労働者により工事が実施されさる。 

- 建設機械が老朽化しているため、工事を工夫して利益を出し、そこから新規の建設機械を

購入している。 

- 品質管理基準は何に準拠するのか明確ではなので、独自に実施している。ただし、材料

品質試験については MPWT Laboratory の指導により同 Laboratory で試験を委託している。 
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- 出来型検査は独自に実施しているが、特別、MPWT Laboratory の試験結果以外には記録

が残っているものはない。 

４） 2008 年および 2009 年工事について 

- 2008 年の工事として、NR-21A（2.3 km : DBST）、NR-21Ｂの２橋梁（契約は別）、PR-124
（6.7km : DBST ）の４案件である。 

- 2009 年の工事は、NR-21B（6.9km : DBST 既に作業着手済み）、セコンダ地区の州道（ラ

テライト：４工事）が実施される。 

日時 ：12 月 11 日 (木) 11:00～12:00 

機関 ：General Department of Public Works 
面談者 ：Mr.Pheng Sovicheano (Deputy General Director of Public Works, Project Director of Road 

Asset Management Project) 
協議概要： 

１） RAMP の概要について 
- RAMP は計画、設計、実施に至る包括的な道路維持管理の業務である。初年度に維持管理

事業の優先順位を検討するための道路調査が実施され、世銀で導入した HDM-4 を使用し

て３年間の実施計画を策定する。優先順位については、RAMO（道路アセット・マネー

ジメント事務所：General Department of Public Works 内）で検討・決定される。 

- 維持管理事業の設計から入札図書（技術仕様書も含め）の作成までを PWRC が担当し、

業者調達は RAMO、施工監理は Dept.of Road Infrastructure の担当となる。DPWT は現場

での工事検査を担当することとなる。プログラムの後半では、DPWT が施工監理を担当

することも視野にいれている。 

- 工事においては、技術監査をすることになっており PWRC が担当することになっている。 

- RAMP が本格的に実施するのは、早くて 2009 年の中頃になると思われる。 

２） 維持管理業務の民間参入について 

- 国家政策の Rectangular 政策 Phase-２にも掲げられているとおり、MPWT の事業も直営工

事から民間参入に移行することは MPWT の施策でもある。RAMP もその政策に準じた事

業である。 

- ただし、労働者も含め地方事務所の扱いもあるので、短期的に MPWT の道路事業が直営

から民間参入には多くの障害を越える努力が必要となる。国内の民間建設企業・コンサ

ルタント企業の強化も同時に必要で、業界団体を設立などの強化策も必要となる。 

- MPWT では民間参入の今後、政策書を策定し、多くの議論を経てその政策を実施するこ

とになる。 

以上 
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